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平
成
二
十
九
年
六
月
ま
で
の
地
方
自
治
法
改
正
に
伴
い

全
面
的
見
直
し
を
図
っ
た
最
新
版
！

●
議
会
制
度
と
運
営
に
つい
て
の
理
論
と
実
際
、求
め
ら
れ
る
議
会
・
議
員

の
役
割
、実
務
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て
、豊
富
な
具
体
例
に
よ
っ
て
解
説
し
た

全
議
員
必
携
の
ハン
ド
ブ
ッ
ク
。

●
各
地
で
開
催
さ
れ
る
研
修
会（
議
長
・
常
任
委
員
長
・
議
員
・
事
務
局
長

等
）の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、基
本
的
な
問
題
か
ら
複
雑

な
議
案
審
議
の
着
眼
点
ま
で
く
ま
な
く
網
羅
し
、ま
た
、必
要
な
参
考

資
料
も
収
録
し
た
研
修
会
必
携
の
書
。

●
最
新
の
地
方
自
治
法
、会
議
規
則
、委
員
会
条
例
、運
営
基
準
、地
方
自

治
法
に
基
づ
く
議
決
事
件
一覧
、地
方
議
会
議
員
の
公
務
災
害
補
償
制

度
の
あ
ら
ま
し
を
収
録
。

●
運
営
基
準
、議
事
次
第
・
書
式
例
を
、関
係
す
る
記
述
部
分
の
理
解
を

容
易
に
す
る
た
め
、随
所
に
挿
入
。

●
決
算
不
認
定
の
場
合
に
お
け
る
長
か
ら
議
会
へ
の
報
告
義
務
の
整
備
、

長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
見
直
し
等
に
係
る
自
治
法
改
正
に
伴
い
、全

体
を
見
直
し
、各
都
道
府
県
町
村
議
会
議
長
会
及
び
読
者
等
の
意
見

や
要
望
を
踏
ま
え
、さ
ら
に
内
容
の
充
実
を
図
っ
た
。
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